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 ○上場時における調達予定資金の規模・使途（概略で結構です。）を説明してください。 

 

ｂ．沿革 
○現在の事業を起こすこととした経緯・目的、現在に至るまでの沿革を説明してください（ビ

ジネスモデルがどのような経過を経て構築されるに至ったのか）。説明にあたっては、適宜、

「Ⅰの部」等を用いてください。 

 

ｃ．事業内容、業界の状況、今後の事業計画 
 ○以下の内容について、「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示ドラフトを用いて説

明してください。 

 

（事業内容） 

・事業内容及びビジネスモデルを具体的に説明してください。（なお、説明にあたっては、「事

業計画及び成長可能性に関する事項」の開示ドラフトに加えて、自社製商品・サービスを

紹介する際に使用するプレゼンテーション用資料や現品などを用いていただいても構いま

せん） 

 

（業界の状況） 

 ・申請会社の企業グループがターゲットとする具体的な市場規模（把握可能な場合）、市況等

の最近の業界の動向及び今後の見通しについて説明してください。 

 ・業界内での自社のポジショニングや同業他社と比較した上での自社の特徴・強みについて

説明してください（同業他社が存在する場合）。 

 

（今後の事業計画） 

 ・高い成長の実現に向けて策定された事業計画（成長戦略や具体的な施策の内容、経営上重

視している経営指標、（策定している場合）利益計画及び前提条件、認識するリスクとその

対応策など）について説明してください。 

 

ｄ．役員・大株主の状況 
 ○現在就任されている役員について、就任経緯を役員の前職や選任・招聘理由等について触

れながら「各種説明資料」等を用いて説明してください。 

 ○大株主による出資の経緯及び理由について、「Ⅰの部」、「各種説明資料」等を用いて説明し

てください。 

 

②予備申請 
 

 予備申請は、株式上場時期の集中にともなう弊害を緩和するために導入されている制度です。

予備申請は、上場申請直前事業年度の末日からさかのぼって３か月前の日以後行うことができ、

審査は予備申請にともなう資料（有価証券上場予備申請書、通常の上場申請に必要な資料のド

ラフト）をベースに進めます。そして、定時株主総会終了後（他市場での既上場会社及び継続

開示会社については有価証券報告書提出後）、直前事業年度に係る決算書類などが整った段階で

改めて上場申請を行います。 
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（６）上場日の開示（事業計画及び成長可能性に関する事項） 
 

 グロース市場に新規上場する会社は、その上場日当日に、「事業計画及び成長可能性に関する

事項」を開示することが求められます（規則第 408条）。本開示では、ビジネスモデル、市場環

境、競争力の源泉、事業計画、リスク情報等を記載いただきます（注）。 

 

 なお、当該資料は上場（予備）申請日に提出いただきます。当該資料の内容が、会社の事業

実態や上場審査においてご説明いただいた事業計画、主幹事証券会社による成長可能性に関す

る評価などと比較して整合的な内容となっているかという観点や分かり易さの観点に加えて、

投資者の投資判断、特に成長可能性の評価に資する情報が適切に記載されているかという観点

から審査を行い、場合によっては記載の充実をお願いすることがあります。 

 

（注）上場後におきましても、１事業年度に１回以上（事業年度経過後３か月以内に少なくと

も１回）、進捗状況を反映した最新の内容によって開示することが求められます。また、

事業計画を見直した場合や、事業の内容に大幅な変更があった場合など、記載内容に重

要な変更が生じた場合には、速やかにその内容について開示する必要があります。 

 

（７）上場後のフォローアップ 
 

 上場後においても適切な企業行動を継続的に行って頂きたいという主旨から、新規上場を果

たした会社に対して、上場後概ね３年間は、新規上場審査で確認した事項等を中心に継続的な

フォローアップを行います。 

 具体的には、上場後における重要な企業行動や、新規上場審査の過程で対応を要請した事項

の上場後の状況等を、適時開示情報等を基に東証が継続的にフォローするとともに、必要に応

じて上場会社や主幹事証券会社に対して照会・ヒアリング等を行います。 

 その結果、上場後における企業行動に適切でない点が認められる場合や、審査上の問題点の

対応状況に問題が認められる場合は、今後の方針等を書面等でご回答いただくことなどにより、

問題点の改善を求めることとなります。 

 なお、上場後のフォローアップ項目として考えられる項目は、以下のとおりです。 

 

【上場後における重要な企業行動（例）】 

 ・最高経営責任者（社長等）の辞任 

 ・合併等の組織再編行為（株式交換、株式移転、合併及び会社分割） 

 ・業務上の重要な提携又は解消 

 ・親会社の異動、支配株主（親会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動 

【審査の過程で対応を要請した審査上の問題点（例）】 

 ・審査期間中に整備した内部管理体制の適切な運用状況 

 ・解消の必要がある関連当事者取引の漸減・解消状況 

【上場後における適時開示情報（例）】 

 ・業績予想などの将来予測情報の修正 

 ・上場審査時における事業計画・中期経営計画の変更／見直し 
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Ⅵ 上場審査に関するＱ＆Ａ  

  

 このＱ＆Ａは、「Ⅴ グロース市場事前チェックリスト」等について具体的な観点からの確認

事項を記載したものです。 

  

１ グロース市場事前チェックリスト関連 

（１）事業計画について（事前チェックリスト１） 
 

Ｑ１：事前チェックリスト１に「事業計画が、今後の事業展開を踏まえ合理的に作成されて

いますか」と記載されていますが、具体的にどのような検討を行う必要があるのでし

ょうか。また、事業計画の合理性の観点で、上場審査ではどのような確認が行われる

のでしょうか。 

Ａ１：申請会社の企業グループの事業計画は、ビジネスモデルの特徴や外部環境を踏まえ、

相応に合理的なものであることが求められます。したがって、事業計画に成長戦略及

び具体的な施策の内容がそのコストや効果を含めて適切に織り込まれているかといっ

た点について、十分な検討を行う必要があります。 

  実際の審査では、「Ⅴ グロース市場事前チェックリスト ６ 【（上場申請後）ヒ

アリングにおける質問内容】（２）事業計画」の項目等を踏まえ、申請会社の事業計画

が、相応の合理性を有しているかを確認することとなります。なお、短期的な黒字化

実現は必要ありませんが、上場時点で赤字を計上する計画である場合には、例えば、

以下のような観点からも事業計画の合理性について確認を行います。 

 

【販売計画（売上）について】 

・販売実績に乏しい場合、販売先の確保の見通しがありますか。 

・市場環境（市場規模やシェア・競合状況）及び申請会社の製商品・サービス・開発品等の

特徴から、販売計画を合理的に説明できますか。 

・今後の販売拡大が、過去実績を大きく上回る傾向となることを計画している場合、その要

因を合理的に説明できますか。 

・販売計画の前提となる事象（例えば、販売パートナーとの契約締結や許認可の取得など）

が存在する場合、当該事象が整備されていること（又はその見込み）について説明できま

すか。 

 

【投資計画（費用）について】 

・投資（P/L に計上されるもの（人件費や広告宣伝費等）も含みます）によって見込まれる

効果（例えば、販売数量の増加や原価の低減、研究開発投資による新製品や新サービスの

開始など）を事業計画に織り込んでいる場合、当該効果は合理的に見積もられていますか。 

・投資の期間について、投資方針の変更や投資継続の判断に係る考え方を踏まえて合理的に
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説明できますか。 

・今後、投資を急激に縮小又は変更する予定がある場合、その影響を合理的に説明できます

か。 

 

【資金計画について】 

・資金計画において上場時の調達資金の比重が大きい場合、調達額が想定を下回った際のバ

ックアッププランや事業計画の変更・縮小について、その影響を含め、十分な検討が行わ

れていますか。 

 

Ｑ２：宇宙、素材、ヘルスケアなど、先端的な領域において新技術を活用して新たな市場の

開拓を目指す研究開発型企業（ディープテック企業）が、製商品化・サービス化に至

っていない段階で上場するためには、どのような点がポイントとなりますか。 

Ａ２：ディープテック企業が、製商品化・サービス化に至っていない段階で上場しようとす

る場合、新たな市場をこれから開拓しようとしており、かつ技術開発及びビジネスモ

デルの確立が途上であることから、事業計画の合理性の評価の前提となる事業環境や

ビジネスモデルの内容、事業計画を遂行するために必要な事業基盤の整備見込みの確

認手段が限られるなど、事業計画の合理性の評価が相対的に困難な場合も考えられま

す。 

 

    このような場合でも、機関投資家から大規模に資金を調達することで上場までに相

応の企業規模となっており、上場時も機関投資家を中心に大規模な資金調達を行う場

合には、投資家評価などを前提に事業計画の合理性を確認することで、グロース市場

への上場が可能となります（例えば、上場前から 100億円程度の資金調達実績がある、

上場時の時価総額が 1,000億円程度の水準に達する場合などを想定しています）。 

    具体的には、既存株主である機関投資家に対してビジネスモデルや事業環境の評価

などをヒアリングする、主幹事証券会社を通じて、上場承認までに行われるインフォ

メーション・ミーティングなどにおける機関投資家の評価等を確認するなどの手法を

活用します。なお、評価の活用にあたっては、機関投資家の申請会社の属する事業分

野に対する目利き能力（投資実績など）や申請会社に対する出資額及び比率、上場後

における申請会社株式の保有方針なども考慮します。 

 

    ただし、ディープテック企業であっても、Q1に記載のとおり、これまでの事業実績

等から技術開発等の水準・見通し、顧客需要・コストを含むビジネスモデルの具体的

な計画、規制動向・法的基盤等の状況を踏まえて事業計画の合理性を評価できる場合

は、このような投資家評価を求めるものではありません。 

 

    また、このような投資家評価の確認のほか、必要に応じて、技術開発等の水準・見

通しについては関係する事業分野の専門家・有識者の見解を、顧客需要やコストの評

価については取引先や潜在顧客の評価を、規制動向・法的基盤等の今後の見通しにつ

いては当局の見解などを、あわせて確認することがあります。 

 

    加えて、製商品化・サービス化に至っていないディープテック企業の企業価値評価

s-isogai
テキストボックス
ディープテック企業の上場審査
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が適切に行われるためには、Ⅰの部及び「事業計画及び成長可能性に関する事項」な

どの開示資料において、今後確立を目指すビジネスモデルや事業展開の見通し及びリ

スク情報等の重要な投資判断材料が適切かつ十分に開示されることも重要です。 

 

    例えば、「事業計画及び成長可能性に関する事項」に記載されるビジネスモデル・競

争力の源泉・事業計画に関しては、まず、将来的にどのようなビジネスモデル・競争

優位性の確立を目指しているのかを具体的に示し、その実現のために現在行っている

研究開発の内容など投資活動の詳細を具体的に示すことが必要です。そのうえで、上

場後も投資が先行することを踏まえ、研究開発を含む今後の投資計画（先行投資を行

う期間や投資の規模感、事業進捗に応じた投資方針の変更や投資継続の判断に係る考

え方等）や想定する投資効果について、その前提条件とともに可能な限り具体的な時

期・数値を示すことが重要です。また、これらの記載にあたっては、上場後の継続的

な更新を想定し、フェーズごとに測定可能な目標を設定するなど、具体的なマイルス

トーンを示しながら記載することも重要です。 

    市場規模に関しては、ターゲットと想定している市場について具体的に示したうえ

で、その規模に関する将来予測を示すことが考えられます。その際、客観的なデータ

が乏しい場合でも、前提条件を示しながら自社が現時点で考える市場の将来予測を示

すことは有用と考えられます。 

    リスク情報に関しては、事業化に必要な技術を確立できないリスクや市場が確立さ

れないリスクなど、アーリーステージの企業特有のリスク項目について、顕在化する

可能性の程度や時期、顕在化した場合の成長の実現や事業計画の遂行に与える影響の

内容、当該リスクへの対応策等を、企業実態に即して幅広くかつ丁寧に記載すること

が必要です。 

 

    また、開示内容を検討するにあたっては、上場前のインフォメーション・ミーティ

ングなどの機会を活用し、投資者が企業価値を適切に評価するために必要な内容とな

っているか検証することも重要です。 

 

    以上のような審査のポイントは、主幹事証券会社による高い成長可能性の評価及び

上場適格性調査において参考としていただくことも考えられます。 

    また、ディープテック企業の上場にあたっては、機関投資家へのアクセスを含め、

申請会社と主幹事証券会社の連携が重要となります。東証においても相談窓口を設け

ていますので、円滑な上場を実現するためにも、該当する可能性のある企業の上場に

際しては、取引所への事前相談を通じて、上場申請前に論点整理をお願いいたします。

また、上場申請後においても上場審査と並行して情報のアップデートを行うことが重

要です。 

    ○ ディープテック・バイオビジネス上場相談窓口： ipo@jpx.co.jp 

 

Ｑ３：事業計画の審査に際して、東証が証券会社による評価を前提とする事項と東証自身が

確認する事項の違いを、より詳しく教えてください。 

Ａ３：おおよその違いは「Ⅱ 高い成長可能性に係る事項 ２ 高い成長可能性の判断に係

るＱ＆Ａ Ｑ２」の記載のとおりですが、より詳しい内容については、以下の業種別
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 グロース市場のコンセプト

 新たな開示制度の概要

 グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能
性に関する事項」を継続的に開示することが求められます。

 新規上場日の開示（※）が求められるほか、少なくとも1事業年度に対して1回以上の頻度（少なく
とも事業年度経過後3か月以内に1回）で、進捗状況を反映した最新の内容を開示することが求めら
れます。

※既存の上場会社については、新市場区分の選択申請に係る手続きにおいて開示（次ページ参照）
 そのほか、事業計画を見直した場合や、事業の内容に大幅な変更があった場合など、記載内容に重
要な変更が生じた場合には、速やかにその内容について開示してください。

 グロース市場では、現行制度において、マザーズの上場会社に適用されている「投資に関する説明
会の開催義務」、ＪＡＳＤＡＱグロースの上場会社に適用されている「中期経営計画の策定義務」
は廃止し、「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示に一本化いたします。
※ 新市場区分移行前について、新市場区分の選択申請に係る手続きにおいて「事業計画及び成長可
能性に関する事項」の開示を行った後は、上記義務は生じないものとします。

※ 新市場区分移行後も、単に開示を行うのみならず、経営者等が自ら投資者に説明する場を設ける
ことが望まれます。（ガバナンスコード基本原則5では、経営陣幹部等は、「自らの経営方針を
株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力」を行うことが求められています。）

高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られ
る一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業及びその企業に投資をする機関投資家や一般投資家の
ための市場

趣旨

開示時期

現行制度の取扱い



© 2021 Tokyo Stock Exchange, Inc.

新市場区分の選択申請に係る手続き

5

 現在、マザーズ又はＪＡＳＤＡＱグロースに上場する会社で、グロース市場を選択する上場会
社は、選択期間の最終日（２０２１年１２月３０日）までに「事業計画及び成長可能性に関す
る事項」の提出・開示が必要となります。

 新市場区分への円滑な移行に向けて、新市場区分の選択申請に係る手続きに先立って、「事業
計画及び成長可能性に関する事項」の開示ドラフトをご提出いただきます。

 原則として選択期間開始（２０２１年９月１日）以前に終了する事業年度の状況を反映可能な
タイミング（事業年度経過後３か月以内）でドラフトをご提出いただくことを想定しています
（選択期間内に事業年度末を迎える会社など、その他のタイミングでご提出いただく会社につ
いては、個別に連絡いたします。）。

 ドラフトをご提出いただいた後、東証担当者における確認（※）を行い、選択期間の最終日
（２０２１年１２月３０日）までにTDnetを通じて開示をいただきます。
※提出いただいたドラフトについて、「作成上の留意事項」に照らして追加的な記載や、記載
の充実をお願いする場合がございます。
※既に本開示の適用のある会社（２０２０年１１月１日以後にマザーズへの新規上場申請等を
行った会社）は、開示済みの内容で代替可能であり、上記のドラフトの提出は不要となります。

 開示を行う際は、公開項目「事業計画及び成長可能性に関する事項」を選択ください。
 原則として、2022年1月1日以後、事業年度末が到来する会社から、「事業年度経過後3か月
以内」に、進捗状況を反映した最新の内容を開示してください。なお、1年に2回以上など、
より高い頻度で開示を予定している場合には、これに限りません。また、その他の場合であっ
ても、重要な変更が生じた場合には、速やかにその内容について開示してください。
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「事業計画及び成長可能性に関する事項」の記載内容

6

 「事業計画及び成長可能性に関する事項」の記載内容
 主な記載内容は以下のとおりです。詳細は「事業計画及び成長可能性に関する事項の開
示 作成上の留意事項」をご参照ください。

 成長可能性を実現するための事業計画等の説明方法は、各社各様であると考えられます。
そのため、以下の項目について、順序の入替え、複数の項目をまとめて記載すること、
その他の項目について記載することも考えられます。

 開示資料の作成に当たっては、グラフや図表等を用いることを含めて、分かりやすく記
載することが求められます。

＜記載内容＞

項目 主な記載内容

ビジネスモデル
 事業の内容：製商品・サービスの内容・特徴、事業ごとの寄与度、今後必要となる許認可等の内容やプロセス
 収益構造：収益・費用構造、キャッシュフロー獲得の流れ、収益構造に重要な影響与える条件が定められている契約内容

市場環境
 市場規模：具体的な市場（顧客の種別、地域等）の内容及び規模
 競合環境：競合の内容、自社のポジショニング、シェア等

競争力の源泉  競争優位性：成長ドライバーとなる技術・知的財産、ビジネスモデル、ノウハウ、ブランド、人材等

事業計画

 成長戦略：経営方針・成長戦略、それを実現するための具体的な施策（研究開発、設備投資、マーケティング、人員、
資金計画等）

※事業計画の対象期間については、上場会社各社の事業内容に応じて異なることを想定。
 経営指標：経営上重視する指標（指標として採用する理由、実績値、具体的な目標値など）
 利益計画及び前提条件：（中期利益計画を公表している場合）その内容及び前提条件
 進捗状況：前回記載事項の達成状況、前回記載した事項からの更新内容、次に開示を行うことを予定している時期

リスク情報  認識するリスク及び対応策：成長の実現や事業計画の遂行に重要な影響を与えうる主要なリスク及びその対応策
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２．記載上のポイントと開示例
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ビジネスモデル
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ビジネスモデル：事業の内容、事業の収益構造

99

事業の内容については、事業の流れや、取引先との関係を図示するなど、分かりやすく記載する。
収益構造については、収益・キャッシュフロー獲得の方法や、それに要する費用の内容・構成等を明らかにする。

㈱インタースペース（2122、サービス業）
「＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について」（2020年5月13日開示）

㈱Fast Fitness Japan（7092、サービス業）
「成長可能性に関する説明資料」（2020年12月16日開示）
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ビジネスモデル：事業の内容

1010

リックソフト㈱（4429、情報・通信業）
「2021年２月期第２四半期 決算説明会資料」（2020年10月14日開示）

複数の事業を行っている場合には、事業ごとの全社業績における寄与度を、売上高、利益の構成比等を用いて、明らかにする。
将来的な寄与度の変化が見込まれる場合には、その内容について記載する。

㈱トライステージ（2178、サービス業）
「＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について」（2019年5月22日開示）
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ビジネスモデル：事業の内容、事業の収益構造

1111

主要な製商品の販売にあたって、今後、当局の承認が必要な場合には、必要となる許認可等の内容や取得に係るプロセスを記載する。
契約等において、事業の収益構造に重要な影響を与える条件が定められている場合には、その内容を記載する。

CYBERDYNE㈱（7779、精密機器）
「＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について」（2020年11月16日開示） バイオベンチャーにおけるアライアンスに関する開示例
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市場環境
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市場環境：市場規模

1313

企業グループがターゲットとする具体的な市場の内容及び規模を、できる限り信憑性・客観性の高いデータ等（第三者機関が作成したデータ
等）を用いて記載する。その際、投資者が、企業グループの事業の成長余地を評価する上で有用な情報を記載するよう留意する。

第三者機関が作成したデータ等がなく、各社が独自に測定したものを用いる場合は、十分な根拠を有したものとし、独自の測定に用いたデー
タの出典や前提条件を明らかにする。

㈱ココペリ（4167、情報・通信業）
「成長可能性に関する説明資料」（2020年12月18日開示）

㈱ヘリオス（4593、医薬品）
「2019年12月期 決算説明資料」（2020年2月13日開示）
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市場環境：市場規模

1414

企業グループがターゲットとする市場の成長や変化が見込まれる場合には、その成長や変化に対する会社の認識を記載する。
将来予測を記載する場合には、予測において用いた前提条件（第三者機関が作成したデータの場合はその出典）を記載する。

㈱チームスピリット（4397、情報・通信業）
「2020年8月期 決算説明資料」（2020年10月13日開示）
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市場環境：競合環境

1515

企業グループの主要な製商品・サービスについて、競合の状況（競合の内容（顧客・地域の重複、代替性など）、自社のポジショニング、シェ
ア等）を記載する。

フリー㈱（4478、情報・通信業）
「投資に関する説明会開催状況について」（2020年8月13日開示）

㈱交換できるくん（7695、小売業）
「成長可能性に関する説明資料」（2020年12月23日開示）
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市場環境：競合環境

1616

競合の状況について、客観的な事実（例えば、第三者機関が作成したデータ等をはじめとする公開情報）を踏まえて、記載する。

ウェルスナビ㈱（7342、証券、商品先物取引業）
「成長可能性に関する説明資料」（2020年12月22日開示）
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競争力の源泉
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競争力の源泉：経営資源・競争優位性

1818

成長ドライバーとなる技術 ・知的財産、ビジネスモデル、ノウハウ、ブランド、人材（経営陣等）等 の状況及びそれらの競争優位性について記
載する。

競合他社や既存の製商品・サービスとの差別化を可能とした独自の特徴・強み（例えば、付加価値の高い製品の提供や低コストの提供が可
能である点等）について、客観的な事実を踏まえて記載する。

㈱ＪＭＤＣ（4483、情報・通信業）
「成長可能性に関する説明資料」（2019年12月16日開示）



© 2019 Tokyo Stock Exchange, Inc.

事業計画
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事業計画：成長戦略

2020

経営方針・成長戦略及びそれらを実現するための具体的な施策の内容を記載する。

㈱メドレー（4480、情報・通信業）
「2019年12月期 通期決算説明資料」（2020年2月14日開示）
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事業計画：進捗状況

2121

成長戦略を実現するための具体的な施策の実施状況や、経営指標や利益計画の達成状況、前回記載した事項からの更新内容を記載する。

㈱メドレー（4480、情報・通信業）
「2020年12月期 第3四半期決算説明資料」（2020年11月13日開示） ※開示例について、P20（事業計画：成長戦略）を併せて参照
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事業計画：成長戦略

2222

CYBERDYNE㈱（7779、精密機器）
「＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について」（2020年5月18日開示）

研究開発計画、設備投資計画、マーケティング計画、人員計画及び資金計画などの成長戦略の実行に必要な計画（具体的な目標や達成
見込み時期等）を記載する。

特に先行投資については、成長戦略と結び付けた投資の狙い及び今後の投資計画（事業進捗に応じた投資方針の変更や投資継続の判断
に係る考えを含む）について、具体的に記載する。

㈱クラウドワークス（3900、情報・通信業）
「2019年９月期 通期決算説明資料」（2019年11月14日開示）
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事業計画：進捗状況

2323

CYBERDYNE㈱（7779、精密機器）
「＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について」（2020年11月16日開示）

成長戦略の実行に必要な計画について、その実施状況や達成状況などを記載する。
進捗状況を踏まえ、次の計画を記載する。

㈱クラウドワークス（3900、情報・通信業）
「2020年９月期 通期決算説明資料」（2020年11月13日開示）

※開示例について、P22（事業計画：成長戦略）を併せて参照 ※開示例について、P22（事業計画：成長戦略）を併せて参照
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事業計画：経営指標

2424

㈱ツクルバ（2978、不動産業）
「2020年7月期通期 決算説明会資料」（2020年9月14日開示）

㈱バリューデザイン（3960、情報・通信業）
上図：「中期経営計画の策定に関するお知らせ」（2020年9月25日開示）
下図：「2021年６月期第１四半期 決算補足説明資料 」（2020年11月12日開示）

経営上重視している、成長戦略の進捗を示す重要な経営指標（投資者の投資判断に影響を及ぼすもの）について、当該指標を採用した理
由、実績値及び具体的な目標値を記載する。

継続的に進捗を測定できる指標（例えば、ユーザー数、ユーザー一人当たりの単価、顧客単価など）を記載する。
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事業計画：進捗状況

2525

㈱バリューデザイン（3960、情報・通信業）
「2021年６月期第１四半期 決算補足説明資料」（2020年11月12日開示）

経営指標等の進捗状況については、例えば、決算短信・四半期決算短信やそれらの補足説明資料において、定期的に開示することも考えら
れる。

経営指標の追加・変更を行う場合や、記載を取りやめることとした経営指標がある場合には、その旨及び理由を記載する。

※開示例について、P24（事業計画：経営指標）を併せて参照

㈱ツクルバ（2978、不動産業）
「2021年７月期 第1四半期決算説明会資料」（2020年12月14日開示）

※開示例について、P24（事業計画：経営指標）を併せて参照
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リスク情報
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リスク情報：認識するリスク、リスク対応策

2727

ENECHANGE㈱（4169、情報・通信業）
「成長可能性に関する説明資料」（2020年12月23日開示）

成長の実現や事業計画の遂行に重要な影響を与える可能性があると認識する主要なリスク及び対応策を分かりやすく記載する（一般的なリ
スクの羅列ではなく、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を具体的に記載する。）。

リスクが顕在化する可能性の程度や時期、顕在化した場合の成長の実現や事業計画の遂行に与える影響の内容を記載する。
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よくある質問

 グロース市場における「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示に関する「よくある
質問及びその回答」については、「上場会社向けナビゲーションシステム」においても、随
時更新を行っております。
※上場会社以外の方々も、以下のＵＲＬからご覧いただけます。

 そのほか、本資料についてご不明な点などがございましたら、ご遠慮なく、貴社の上場会社
担当者までご連絡ください。

【よくある質問及びその回答（FAQ）】
「上場会社向けナビゲーションシステム」の以下ページで随時更新を行っています。

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/category2488.html
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新規（S/P/G）（参考様式） 

  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 

代表取締役社長 殿 

会 社 名

代 表 者 の 

役 職 

氏 名（署名）  

当社の代表取締役（代表執行役）社長である○○○○は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）及び新規上場申請のための四半期報告書に不実の記載がないものと認識しております。 

【以下、代表者が不実の記載がないと認識するに至った理由（新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の作成に関して代表者が確認した内容）を記載し

てください。】

（記載上の注意） 

・「新規上場申請のための四半期報告書」を提出していない場合は、適宜、タイトル・本文を修正の上、記載してく

ださい。 

・本書の提出に当たっては、この（記載上の注意）の添付は必要ありません。 

（2021.7.5）




